
   

 

平成３０年度 

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金 

（地方での消費拡大に向けたインバウンド対応支援事業（手荷物）） 

【応募要領】 
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１．事業の目的 

 

訪日外国人旅行者の急増により発生している課題を解決するため、以下「３．補助

対象経費」に掲げる経費を対象として補助金の交付を行うことにより、訪日外国人旅

行者の受入環境整備を行うための緊急対策を促進することを目的とします。 

 

本事業は、訪日外国人旅行者が鉄道駅等で大きな荷物を持ち運ぶ不便を解消し、地

方での消費拡大を図るため、手ぶら観光のネットワークの形成を目的に、手ぶら観光

カウンターの設置に対する支援として、手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化等に

要する経費の一部を補助するものです。 

 

※本補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとします。また、その対象となる事業

の実施に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定が

適用される他、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱、同

実施要領に従って行うものです。 

 

２．補助対象事業者 

 

本補助金の補助対象事業者は、以下の(１)から(４)の事業者であって、国土交通省

が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがあるもの※1とし

ます。 

 

(１) 地方公共団体 

地方公共団体には、港務局を含みます。 

 

(２) 民間事業者 

補助対象事業者となる民間事業者は、法人格を有する必要があります。 

民間事業者には、公共交通事業者※２を含みます。ただし、以下の公共交通事業

者は除きます。 

・東日本旅客鉄道株式会社 

・東海旅客鉄道株式会社 

・西日本旅客鉄道株式会社 

・特定本邦航空運送事業者 

 



 

 

また、以下の公共交通事業者については、地方部（東京駅及び大阪駅から半径５

０キロメートル、名古屋駅から半径４０キロメートルの範囲を除く地域）の路線に

限ります。 

・大手民鉄及び大手民鉄に準ずる大都市周辺の民鉄事業者 

（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業実施要領の別添を参照のこと） 

 

(３) 航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管理する者 

成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び大阪国際空港

の航空旅客ターミナル施設を除きます。 

 

(４) 協議会等※３ 

 

※１ 「国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがあるもの」

とは 

国土交通省では、｢手ぶら観光｣共通ロゴマーク使用要領（平成29年１月制定）に基づき、手

ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をしています。本事業の対象となる「手ぶら観光カウンタ

ー」は、手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は新規認定の見込みのあるカウンター

とします。 

 

（参考）『「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用要領』掲載ホームページ 

ＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_ 

000069.html  

 

※２ 「公共交通事業者」とは 

次に掲げる者をいいます。 

・鉄道事業法による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に

鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

・軌道法による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。） 

・道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者 

・海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業（本邦の港と本邦以外の地域の

港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。）、同法第十九条の六

の二に規定する人の運送をする貨物定期航路事業（本邦の港と本邦以外の地域の港との間又

は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。）、同法第二十条第二項に規定す

る人の運送をする不定期航路事業（乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の

地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。）及び同法第二十一条第

一項に規定する旅客不定期航路事業を営む者 

・航空法による本邦航空運送事業者 

 

※３ 「協議会等」とは 

空港法第 14 条第１項に規定する協議会に加えて、次に掲げる者によって構成される協議会

又は港湾管理者が港湾施設の管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体をいい

ます。 



 

 

・関係する地方公共団体（港務局を含みます。） 

・地方整備局（北海道開発局及び沖縄総合事務局を含みます。） 

・その他訪日外国人旅行者を含む利用者の移動を円滑に行うための二次交通の実情、その利

用促進の取組に精通する者等協議会が認める者。 

 

３．補助対象経費 

 

本補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」といいます。）は、以下のＡ

からＣの条件すべてを満たす、以下の(１)及び(２)の経費とします。 

 

Ａ．使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

Ｂ．補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費 

Ｃ．証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費 

 

（１） 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ（予約システムを提供するもの

に限る。）の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費 

① 案内標識 

・合理的なルートから訪れる旅行者に対して、手ぶら観光カウンターの場所を 

案内することを目的に設置する看板であること。 

・手ぶら観光カウンターに直接設置するカウンター名を表示する看板（○○  

Hands-Free Travel Center など）も対象とする。 

・案内地図看板は、カウンターの位置を表示するものであり、カウンター周辺 

に設置するものであること。なお、近隣の観光地や目印となる施設等を掲載 

しても差し支え無いが、広告等特定の事業者に利するような情報は掲載して 

はならない。 

・案内標識は、多言語（最低限英語）で表記すること。 

② デジタルサイネージ 

・カウンター又はカウンター周辺に設置するものであり、手ぶら観光の情報発 

信をするもの。 

・デジタルサイネージ本体及びその設置台等を補助対象とする。 

・情報発信内容は、多言語（最低限英語）で表記すること。 

③ ホームページ（予約システムを提供するものに限る。） 

・手ぶら観光カウンターの設置主体又は運営主体が運営しているホームページ 

であり、旅行者への情報発信をするために必要なホームページの改修・作成

に係る費用。 

・ホームページの翻訳費も補助対象とする。 



 

 

・ホームページは多言語（最低限英語）で発信すること。 

④ 案内放送 

 ・手ぶら観光サービスの利用を希望される旅行者に対して、手ぶら観光カウ 

ンターの場所を案内することを目的とした放送内容であること。 

・案内放送は多言語（最低限英語）で発信すること。 

⑤ その他 

    ・手ぶら観光カウンターに関する情報発信に資するものを補助対象とする。 

 

(２)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費（人件費は除く。） 

①開設費用・改修費用 

・新たに手ぶら観光カウンターを開設する、又は機能を向上させるための工事 

費用であり、手ぶら観光サービスの提供に直接用いられる施設に係るもので 

あること。 

   ②設備費用 

    ・手ぶら観光サービスの受付業務を行うための設備及び受領した荷物を一時保 

管のために使用する設備であること。 

   ③その他 

    ・手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に資するものを補助対象とする。 

 

手ぶら観光カウンターの明確な機能の向上に要する経費については補助対象とし

ますが、故障、老朽化等に対応するための明確な機能の向上を伴わない修理修繕、代

替更新のみに要する経費は補助対象としません。 

また、ランニングコストやレンタル・リース契約に関する経費も補助対象としませ

ん。 

なお、本補助事業期間内に、同一の事業計画で国（独立行政法人を含みます。）の他

の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は、対象

外となります。後日その事実が明らかになった場合には、採択後であっても、補助金

の交付を取り消す場合があります。 

 

４．補助率等・地方財政措置 

 

補助対象経費の３分の１以内となります。 

なお、地方公共団体が事業主体となる場合には、地方財政措置が適用されます。 

（一般的には、都道府県は起債充当率９０％－償還金交付税措置２０％、 

 市町村、政令指定都市、特別区は起債充当率７５％－償還金交付税措置０％。 



 

 

 個々の事業に係る起債の範囲については、総務省等との協議によります。 

 起債に当たっては、各地方公共団体の財政担当部署ともご相談ください。） 

 

 （参考）【総務省】地方債計画等 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/keikaku.html 

 

５．手ぶら観光カウンターにおける運用開始等期限 

 

交付を受けた会計年度末までに自己評価（「１３．事業評価」を参照）を実施できる

よう、本補助事業による受入環境整備を行ったうえで、手ぶら観光カウンターの運用

開始等を行うとともに、国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマークの掲出を認定する見

込みがある手ぶら観光カウンターとして応募した補助対象事業者については、平成３

１年３月３１日までに手ぶら観光共通ロゴマークの認定を取得してください。 



 

 

６．事業のスキーム 
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７．応募件数 

 

応募は、一つの手ぶら観光カウンターにつき、１件とします。 

※同一の設置主体が複数の手ぶら観光カウンターについて応募を希望する場合は、 

カウンターごとに要望書を作成してください。 

 

８．応募手続きの概要 

 

(１)応募期間 

平成３０年４月２日(月)～平成３０年１２月２８日(金)１７時［必着］ 

※審査結果の通知（内示）及び交付決定は、随時通知させていただきます。 

※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。 

 

(２)提出先（お問い合わせ先）
※
 

  手ぶら観光カウンター設置先の最寄りの地方運輸局等となります。 

  ※詳細は資料１をご覧ください。 

 

(３)提出書類等 

①要望書（正本１部・副本１部） 

・本募集で指定する要望書様式（資料２）を必ず使用してください。記載にあ 

たっては、要望書様式（記載例）（資料３）を参考にしてください。 

・手ぶら観光カウンター施設の外観・内観及び改修や設備を取り付けようとす

る箇所等の写真をご用意ください。 

 

②「手ぶら観光」共通ロゴマーク申請関係書類の写し等（正本１部・副本１部） 

・「手ぶら観光」共通ロゴマーク使用承認書又は誓約書（資料４）をご用意くだ

さい。 

 

③設計図、図面等（正本１部・副本１部） 

・設計図等（改修の場合は改修前の図面を含む。）をご用意いただき、今回の事

業により改修を行う箇所等についてお示しください。 

 

④手ぶら観光カウンターの場所がわかる地図等 

・案内標識を手ぶら観光カウンター周辺に設置する場合は、設置箇所をお示し



 

 

ください。 

・手ぶら観光カウンター周辺や、旅行者が手ぶら観光カウンターを訪れるため

の合理的なルート上に案内標識を設置する場合は、設置箇所を地図上にお示

しください。 

 

⑤補助対象経費の算出基礎となる見積書等の資料（正本１部・副本１部） 

・補助対象の概要が分かる資料等（工事積算資料、商品パンフレット、カタロ

グ等）をご用意ください。 

・複数の事業者からの見積書をご用意ください。 

・複数の事業者からの見積書を用意することが難しい場合は、客観的に経費が

妥当であると認められる資料をご用意ください。 

 

⑥地方公共団体等の補助（予定）額等を確認できる資料等（正本１部・副本１部） 

・経費の一部に地方公共団体等からの補助金を見込んでいる場合は、その交付

決定書等をご用意ください。 

・地方公共団体が事業主体の場合は、その予算書（案）をご用意ください。 

 

⑦その他計画を審査する上で参考となる書類（正本１部・副本１部） 

・手ぶら観光カウンターで案内に使用しているパンフレット等 

 

⑧上記①～⑦の電子データ（１部） 

・ＣＤ－Ｒ等の記録媒体又は電子メールにより①～⑦の電子データをご提出く

ださい。①については、エクセル形式で、②～⑦については、ＰＤＦ形式に

て、提出をお願いいたします。 

・ＣＤ－Ｒ等の記録媒体又は電子メールにより①～⑦までのデータを１つにま

とめたＰＤＦ形式のファイルも、併せて提出をお願いいたします。 

 

(４)提出方法 

書類等は、持参又は郵送、宅配便等により提出して下さい。 

なお、提出の際は、封筒等の表面に「地方での消費拡大に向けたインバウンド

対応支援事業（手荷物）」と朱書きしてください。 

 

 (５)その他 

・書類等は、配達されたことが証明（確認）できる方法（郵便の場合にあって

は、簡易書留、特定記録等）によってお送りください。 

・提出された書類等は返却いたしません。 



 

 

・書類等の作成、送付等に係る費用は応募者の負担となります。 

 

９．審査結果の通知 

 

審査の結果は、国土交通省より地方運輸局等を通じて通知いたします。 

 

１０．交付決定 

 

審査結果通知後、補助金交付申請書の提出等、補助金の交付に係る必要な手続きを

行っていただきます。 

補助金の交付予定額等については、補助金交付申請書の内容を精査の上、交付決定

通知書により正式に決定、通知します。交付決定通知書により通知する補助金交付決

定額は、応募時の補助金交付申請額より減額となる場合がありますので、ご留意くだ

さい。 

 

・補助金交付申請書等、所定の様式は、補助交付申請者へ改めて通知いたします。 

・補助金交付申請書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額※

を減額して記載するものとします。 

・なお、補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束

するものではありません。また、使用経費が当初の予定を超えた場合にあっても、

当初決定し通知した補助金交付決定額を増額することはできません。 

 

※ 消費税等仕入控除税額とは 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、

消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、

課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額

しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

 

１１．補助金の交付 

 

補助金の交付については、補助事業の完了後、１か月を経過した日または補助事業

完了年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出して



 

 

いただき、実施した事業内容の検査と経費内容の確認により交付すべき補助金の額を

確定した後、精算払いとなります。 

 

・補助金の交付までには、完了実績報告書の提出後２～３ヶ月程度かかります。 

・補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、

法人税等の課税対象となります。 

・なお、虚偽の申請が発覚した場合は、採択後であっても該当事業者の補助金の交付

を取り消す場合があります。 

・完了実績報告書提出時には、着工前の写真と着工後の写真、契約書や請求書等によ

る実際に要した経費が分かる資料等の添付が必要となります。 

 

１２．交付決定後の注意事項 

 

（１）補助対象事業の計画内容や経費の配分変更等 

交付決定を受けた後、本事業の経費の内容若しくは配分を変更しようとする場

合等には、事前に大臣の承認を受けなければなりません。ただし、大臣が別に定

める軽微な変更にあっては、この限りではありません。（訪日外国人旅行者受入環

境整備緊急対策事業費補助金交付要綱（平成２８年２月２９日（最終改正平成３

０年３月２８日））第８１条第１項第１号参照）また、交付の決定に係る申請の取

下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その

旨を記載した書面を大臣に提出しなければなりません。 

 

（２）状況報告 

補助事業期間中において、大臣の要求があった場合には、すみやかに状況報告

書を大臣に提出しなければなりません。 

 

（３）補助事業に関する書類の管理等 

補助事業に関する書類については、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事

業費補助金交付要綱第９０条第２項に基づき、補助対象事業の完了する日の属す

る年度の終了後５年間、管理・保存しなければなりません。 

 

（４）取得財産の管理等 

補助事業において取得した財産については善良なる管理者の注意をもって取

得財産管理台帳を備え、適切に管理していただきます。 

取得価額又は効用の増加価格が１件当たり５０万円を超える機械及び重要な



 

 

器具又は告示（平成２２年国土交通省告示第５０５号（ただし、同告示が改正さ

れた場合は改正後の告示））により定められたものの取得財産については、事業終

了後も一定期間※1において、その処分等※2につき大臣の承認を受けなければなり

ません。なお、承認後に処分等を行い、収入があったときには、補助金の一部を

返納してもらうことがあります。 

※１ 一定期間とは 

取得財産に毎に「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和40年 3月 31日付大蔵省令15

号）で定める期間によります。 

※２ 処分等とは 

補助金の交付の目的以外に使用すること。他の者に貸し付けもしくは譲り渡す、他の物件と交

換する、債務の担保に供する、廃棄する等。 

 

（５）立入検査 

本事業の進捗状況確認のため、国土交通省・地方運輸局等が実地検査に入る場

合があります。また、本事業終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがあり

ます。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わ

なければなりません。 

 

１３．事業評価 

 

本事業について、補助対象事業者は、自らによる事業の実施状況の確認、評価（以

下「自己評価」といいます。）を行い、当該自己評価の結果を、補助金の交付を受けた

会計年度末までに、地方運輸局等に報告する必要があります。 

 

地方運輸局等は自己評価等を基に二次評価を行い、補助対象事業者に対して当該二

次評価結果を通知するとともに、必要に応じて、事業計画の見直し等を求めます。補

助対象事業者では、二次評価の結果を踏まえ、必要に応じて、後続事業又は地域の取

組等に反映していただきます。 

 

なお、自己評価の結果報告に関する記載方法等については、補助交付申請者へ改め

て通知いたします。 

 

１４．反社会的勢力との関係が判明した場合 

 



 

 

（１）補助申請者は、反社会的勢力との関係がないことを誓約いただいたものとしま

す。 

反社会的勢力とは以下のいずれかに該当する者を言います。 

①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 

⑤総会屋等 ⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 

⑧①～⑦に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

（イ）①～⑦に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められる

こと。 

（ロ）①～⑦に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認

められること。 

（ハ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって①～⑦に掲げる者を利用したと認められること。 

（ニ）①～⑦に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして

いると認められること。 

（ホ）その他①～⑦に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会

的に非難されるべき関係にあると認められること。 

 

（２）応募者（代表者及びその役員（業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを

問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。））について、反社

会的勢力であることが判明した場合、採択を行いません。また、採択後・交付

決定後に判明した場合であっても、採択や交付決定を取り消します。 

 

（３)また、応募者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、（２）

と同様の取扱とします。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて国土交通省の信用を棄損し、

又は国土交通省の業務を妨害する行為 

⑤その他①～④に準ずる行為 

 

１５．その他 

 



 

 

（１）個人情報の管理 

本補助対象事業への応募に係る提出書類等により取得した個人情報については、

以下の利用目的以外に利用することはありません。（ただし、法令等により提供を

求められた場合を除きます。） 

・本補助対象事業における補助対象事業者の審査・選考・事業管理のため（審査

には、国（独立行政法人を含む。）及び申請書記載の金融機関等に対し、当該機

関の実施する補助金、助成金の交付又は応募内容の異同の判断のため、情報提

供する場合を含む。）。 

・採択後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。 

・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工し

た統計データを作成するため。 

 

（２）政治資金規正法  

政治資金規正法第２２条の３第１項の規定により、国から一定の補助金等（ただ

し、試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わない補助金

等は寄附制限の例外として除かれています）の交付の決定を受けた会社その他の

法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年間、政治活動に関

する寄附をすることができないこととされています。 

 

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金（地方での消費拡大に向

けたインバウンド対応支援事業）」は、上記の寄附制限の例外（試験研究、調査又

は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの）には該当しません。 

 

○政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）（抄） 

（寄附の質的制限）  

第二十二条の三  国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、

調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成

法 （平成六年法律第五号）第三条第一項の規定による政党交付金（同法第二十

七条第一項の規定による特定交付金を含む。）を除く。第四項において同じ。）

の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同

じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日

から同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつ

たときは、当該取消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附を

してはならない。 

２～６ （略） 

 


